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□ マナビス化粧品 

 

株式会社マナビス化粧品は、創業以来、医薬部外品・化粧品・洗剤等のＯＥＭメーカーとして世に商品

を送り出してきた「株式会社マナビス」より誕生した販売会社です。 

マナビスグループは、日本国内において製造から販売までを一貫して行い、大切な会員の皆さまへ直

接商品をお届けしている数少ない企業です。 

 

社名の由来は Naturae Vis Maxima（ナチュラレ ビス マキシマ）、ラテン語で「最大の力は自然の力

なり」の頭文字をとっています。 

植物素材が本来持つ力を活かし、今まで培った技術力を結集して形となった商品が、マナビスブラン

ドであり、多くの皆さまに受け入れられていることを誇りに思っております。 

 

自信のある商品を一人でも多くの皆さまにお届けしたい、一人でも多くの皆さまに真の美しさを手に

入れていただきたい、そんな想いから店頭で販売するのではなく、ご愛用者の方々よりご紹介いただ

く方法を選択いたしました。 

 

当社のシステムは会員に登録していただくことで自らが商品をご愛用することができ、さらには大切

な方へお伝えすることで努力に応じた報酬の機会を提供しています。 

マナビス化粧品は、会員の皆さまと共に成長しつづけ、人生がより豊かになる事を目指しております。 

 

 

 

□ マナビス・スキンケア・クラブ 
 
マナビス・スキンケア・クラブ（以下、ＭＳＣといいます）とは、会員の皆さまに安全で良質な商品を

ご愛用いただき、ご希望によっては商品の紹介活動を担っていただくこともできる会員制クラブです。 

ＭＳＣには、主に商品を末永くご愛用いただくショッピングクラブ会員とビジネスとして商品の紹介

活動に取り組んでいただけるメンバーズクラブ会員があります。メンバーズクラブ会員の皆さまには、

本書のアフィリエイトプログラムに則り、活動実績に応じて報酬（コミッションといいます）をお渡し

しています。 

 

 

社 名    株式会社マナビス化粧品 

所在地    〒２７９－００３２ 千葉県浦安市千鳥１５－９ 

電 話    （代 表 電 話）０４７－３８０－０５００ 

       （問い合わせ先）０１２０－２６８－５１０ 

設 立    平成１７年８月 

資本金    ３，９００万円 

代表者    代表取締役社長 兼子 慎一 

事業内容   連鎖販売取引による医薬部外品・化粧品・健康食品・洗剤等の販売等 

ＵＲＬ    https://www.manavis-cosme.co.jp/ 
主な加盟団体 公益社団法人 日本訪問販売協会 

       公益社団法人 消費者関連専門家会議 

       一般社団法人 全国直販流通協会 
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 第１項 メンバーズクラブ会員登録                      
 
 

(１) メンバーズクラブ会員登録に関する事項（特定負担） 

 メンバーズクラブ会員登録時の負担として、会員登録申込みと同時に、第２項 取扱商品概要掲載

の商品（ただし、ツール品を除く）１個以上のご購入が必要です（購入価格は第２項 取扱商品概要

記載のとおりです）。既にショッピングクラブ会員として登録済みの場合は、商品購入は不要です。

「会員資格移行届」をご提出ください。 
 

 

(２) 入会資格 

 日本国内に住民登録されている２０歳以上の個人の方であれば、原則としてどなたでも入会できま 

 す（２０歳未満の方でも婚姻されている方であれば入会が可能です）。ただし、以下の不適格事由①  

 ～⑨に該当する方は入会できません。 

 ①既に本人がメンバーズクラブ会員登録されている方 

 ②配偶者の方がＭＳＣ会員登録されている方 

 ③学生の方 

 ④成年後見制度の適用を受けている方 

 ⑤高齢や病気等により判断力や体力が低下し、自署や商品の自力使用が困難な方 

 ⑥反社会的勢力に該当するまたは公序良俗に反する営業や職業を営んでいる方 

 ⑦ＭＳＣ会員契約終了から 1 年間を経過していない方 

 ⑧第７項 罰則の規定により契約解除された方 

 ⑨その他、当社がメンバーズクラブ会員として不適格と判断した方 
 

 

(３) メンバーズクラブ会員登録申込み上の注意 

 ①メンバーズクラブ会員登録申込みは、当社所定の「メンバーズクラブ会員登録申込書兼商品注文

書」に申込者ご本人が必要事項全てを自筆で記入し、ＦＡＸまたは郵送にて当社へ送付する方法

もしくは会員サイト（ホームページ）から登録ができます。 

 ②メンバーズクラブ会員登録申込み時、紹介者１名をスポンサーとして「メンバーズクラブ会員登

録申込書兼商品注文書」に記載する必要があります。スポンサーは既にメンバーズクラブ会員登

録されている方に限り、メンバーズクラブ会員登録をされていない方やメンバーズクラブ会員登

録申込み中の方をスポンサーとする登録申込みはできません。 

 ③一度登録したスポンサーを後に変更することはできません。 

 ④メンバーズクラブ会員登録のお名前、ご住所、生年月日は住民票記載のとおりお申込みください。

通称、屋号、ご家族名義や他の方のお名前では登録できません。 

 ⑤外国籍の方は、日本国内での紹介活動が認められる在留資格をお持ちであることについて、確認 

  をさせていただく場合があります。 
 

 

(４) メンバーズクラブ会員資格の発生 

 ①「メンバーズクラブ会員登録申込書兼商品注文書」が当社に到着した後、入会審査を経て、会員登

録がなされます。 

  入会審査の結果、本項（２）入会資格の不適格事由①～⑨に該当すると当社が判断した場合、ま 

  たは会員登録申込みに不備がある場合は、会員登録ができません。 

 ②メンバーズクラブ会員登録ができないと判断された場合、商品購入の申込みだけをお受けするこ

とはできません。この場合、支払い済み商品代金があるときは返金します。 

 ③入会審査およびメンバーズクラブ会員登録手続きは、「メンバーズクラブ会員登録申込書兼商品注

文書」到着後、数営業日かかる場合があります。 

 ④メンバーズクラブ会員登録手続きが完了次第、契約書面（「メンバーズクラブ会員登録書」「商品購

入伝票」および本書）を初回購入商品に同梱してメンバーズクラブ会員登録住所にお送りします

（お支払い方法が銀行振込の場合は、入金確認後の発送となります）。 

  メンバーズクラブ会員登録住所以外へのお届けを希望の場合は、ご本人への確認を要します。 

 ⑤メンバーズクラブ会員登録日をもって会員契約および初回の商品販売契約が成立し、会員資格が

発生します（メンバーズクラブ会員登録日は「メンバーズクラブ会員登録書」に記載されます）。

ただし、初回購入商品および契約書面（「メンバーズクラブ会員登録書」「商品購入伝票」および本

書）のお受け取りがない場合、もしくはお受け取りの確認ができない場合は、メンバーズクラブ会

員契約および商品販売契約はその効力を失い、当社はメンバーズクラブ会員登録を抹消します（支

払い済み商品代金があるときは返金します）。 

 ⑥登録事項にかかる常用漢字以外の文字、特に旧漢字などはシステム上、正しく登録・表示できな 
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 第３項 商品購入                         
 
 

 

 

(１) 取扱商品に関する事項 
 ①種類 

  第２項 取扱商品概要に掲載の医薬部外品、化粧品、健康食品および洗剤等。 
②品質   

第２項 取扱商品概要をご参照ください。 

③ご使用上の注意 
  ａ）ご使用される方のお肌の状態により、発色・保湿性その他の性能・官能性等に個人差が生じ 

   る場合があります。 

  ｂ）ご使用に際しては、目立たない部分でお試しの上、異常がないことを十分に確認してから使 

    用を開始してください。 

  ｃ）過去に同類の商品の使用によりお肌に異常があったり、アレルギー等お肌に関して何らかの 

    トラブルがある場合は、必ず事前に医師へご相談の上ご購入ください。 

  ｄ）お肌に直接用いる商品の性質上、発疹・かぶれ・かゆみ等の異常が認められた場合は、直ち 

    に商品の使用を中止し、速やかに医師に相談するとともに当社商品相談窓口までご連絡くだ

さい。 

ｅ）健康食品は、薬のように病気を治したりする効果が期待できるものではありません。体調に

異常を感じた場合は医師にご相談ください。 
 

 

 

(２) 商品購入に関する事項 
 ①注文方法 

  メンバーズクラブ会員の場合、初回のご注文は、当社所定の「メンバーズクラブ会員登録申込書兼

商品注文書」に注文者ご本人が必要事項全てを自筆で記入し、ＦＡＸまたは郵送にて当社へ送付

する方法もしくは会員サイト（ホームページ）から登録ができます。 

  初回のご注文に限り、送料及び代金引換を選択されたときの手数料は、実績数１以上の場合無料

です。 

  ２回目以降のご注文は、ＦＡＸ、郵送、電話、会員サイト（ホームページまたはＭＳＣアプリ）等

にて承ることができます。 

 ②購入価格 

  購入価格については、第２項 取扱商品概要をご覧ください。 

 ③代金の支払い方法 

  お支払いは下記ａ）～ｄ）の４つの方法があります。 

  ａ）代金引換    ：商品を受け取る際に、配送会社に商品代金をお支払いいただく方法です。 

             代金引換手数料として３００円が商品代金に加算されます。 

ｂ）銀行振込    ：ご注文の前に商品代金を当社指定銀行預金口座に振込んでご注文をして 

           いただく方法です。振込みの際、必ずメンバーズクラブ会員ご本人様の名

義にて振込みください。なお、振込手数料はメンバーズクラブ会員ご負担

になります。 

  ｃ）来社購入    ：当社へ来社されて商品代金と引き換えに注文商品を受け取る方法です。 

  ｄ）クレジットカード：商品代金をクレジットカードでお支払いいただく方法です。 

※会員サイト（ホームページまたはＭＳＣアプリ）でのご注文時のみお選

びいただけます。初回ご注文時にはクレジットカードは使用できません。 

 ④割賦販売について 

  クレジットカードでのご購入は１回払いのみとなります。ローンでのご購入はできません。 

 ⑤商品配送と引き渡し 

  ａ）送料について（国内のみ配送） 

    １回のご注文（ツール品を含む）で１０，０００円（税込）以上の場合、無料です。 

    １回のご注文（ツール品を含む）で１０，０００円（税込）未満の場合、全国一律７００円で

す。 

  ｂ）営業日の午後４時までに受け付けされたご注文分については原則として宅配便により当日出 

 荷、営業日の午後４時以降もしくは土日祝日に到着したご注文分は翌営業日出荷となります。 

    ただし、初回ご注文の場合は、入会審査などの手続き上、ご注文受付日の翌営業日以降の出 

   荷となることがあります。 

  ｃ）引き渡しは、お支払い方法が「代金引換」「銀行振込」「クレジットカード」の場合、メンバー

ズクラブ会員登録住所もしくは指定配送お届け先へお送りします。来社購入をされる場合は、

商品代金と引き換えにお渡しとなります。  
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  ｄ）配達指定は、出荷予定日から営業日３日以内の配達日および配達時間帯の指定ができます。 

    会員サイト（ホームページまたはＭＳＣアプリ）からのご注文に限り、営業日７日以内の配達

日および配達時間帯が指定できます。 

 ⑥ご注文上の注意 

  ａ）メンバーズクラブ会員おひとり様が１カ月間に購入できる上限はありませんが、ご自身が１

～２カ月以内でご使用になれる範囲内でご注文ください。 

  ｂ）ツール品のみのご注文はできません。必ず商品と一緒にご注文ください。 

  ｃ）ＦＡＸやインターネット等の通信機器または通信環境の障害、郵便事故、メンバーズクラブ会

員ご本人の操作ミス等の人的要因および機械独自のエラー発生等、当社の管理が及ばない原

因がもたらす諸影響に関して、当社は一切責任を負いかねます。 

 ⑦商品販売契約の成立 

  初回の商品販売契約はメンバーズクラブ会員登録日をもって成立し、２回目以降の商品販売契約

は受注処理時をもって成立します。 

  ただし、いずれも、商品のお受け取りがない場合、商品販売契約はその効力を失います（支払い済

み商品代金があるときは返金します）。 

 ⑧商品の瑕疵 

  送付された商品（ツール品も含む）に汚損・破損、数量不足、その他の瑕疵があった場合、商品   

  到着後７日以内に当社にその旨をご連絡ください。代替品あるいは不足品をお送りします。瑕疵 

  のある商品は、着払いにて当社にご返送ください。 

  商品到着後７日以内にご連絡がない場合には、商品交換等には応じかねる場合がありますのでご 

  注意ください。   

 

 

(３) マナビスポイント 
 

 
 

マナビスポイントは、商品およびツール品を購入することでそれぞれに設定されているポイントが

付与されます。付与されたポイントは、自動的に累積され、翌日以降商品およびツール品購入時に

利用することができます。また、不定期に実施されるキャンペーン等の販促策で、マナビスポイン

トが達成状況に応じて付与されることがあります。このマナビスポイントの利用開始時期は、それ

ぞれのキャンペーン等の運用基準に従います。その詳細については、会員サイト（ホームページま

たはＭＳＣアプリ）等をもってお知らせします。 

 ①ポイントについて 

  １ポイント１円で換算します。 

  ※エコポイントは、エコ対象商品およびエコ対象ツール品に付与され、通常のマナビスポイント

の２倍となります。 

②ポイントの有効期限 

  獲得した日の翌年度の３月３１日１６時００分までとなります（なお、毎年４月１日から翌年３

月３１日までを１年度とします）。 
有効期限内に商品購入時にご利用ください。期限を過ぎますとポイントは無効となります。 
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 第５項 メンバーズクラブ会員ランクとコミッション             
 
 

 

 

本会では、全てのメンバーズクラブ会員は５つの会員ランクのいずれかに区分され、ランクに応じて

商品の購入価格やコミッションの種類・受給条件が決まっています。コミッションとは、会員が新しい

お客様に当社の商品を紹介して商品購入とメンバーズクラブへの入会をお誘いすること（以下、「紹介

活動」といいます）により一定条件の下に当社から受け取ることができる報酬をいいます。また、傘下

のショッピングクラブ会員の実績数も一定条件の下、このコミッション（報酬）に含まれます。 

 

(１) メンバーズクラブ会員ランク昇格・維持条件 
①メンバーズクラブ会員ランク 

  《表－１・メンバーズクラブ会員ランク名称一覧》 

頭文字 英文字 名称 

Ｆ Ｆｉｒｓｔ ファースト （一つ星） 

Ｕ Ｕｒａｎｕｓ ユラナス  （天王星） 

Ｅ Ｅａｒｔｈ アース   （地 球） 

Ｊ Ｊｕｐｉｔｅｒ ジュピター （木 星） 

Ｖ Ｖｅｎｕｓ ビーナス  （金 星） 
 

  ※Ｆ→Ｕ→Ｅ→Ｊ→Ｖと昇格していきます。 
  ※Ｖ会員には一定条件の下にプラネット、グランドプラネットという名誉称号が付与されることが   
   ありますが、名誉称号が付与されても購入価格とコミッションに違いはありません。 
  ※各ランクの購入価格は、第２項 取扱商品概要をご覧ください。 
 ②用語の説明 

  スポンサー 
  「メンバーズクラブ会員登録申込書兼商品注文書」のスポンサー欄または「ショッピング会員登録

申込書兼商品注文書」の紹介者欄に記載された会員を指します。 

 
  直接傘下会員 

  紹介活動によりメンバーズクラブ会員ご本人がスポンサーとなって新規入会させたＭＳＣ会員を

指します。 

 

  傘下会員 

  自己の直接傘下会員を起点とし、発生した全てのＭＳＣ会員を指します。 

 

実績数 

すべての商品に割り当てられた、Ｊ同格コミッション、傘下Ｖ育成コミッションの計算、昇格、維

持条件等の基準となる値。  

 

 グループ購入商品の実績数の合計数 

  メンバーズクラブ会員自身とその傘下会員全員の購入商品の実績数の合計数をいいます。 

  ただし、以下のルールがあります。 

  ａ）グループ購入商品の実績数の合計数にカウントされるのは、第２項 取扱商品概要に記載の商

品（ツール品を除く）に限ります。 

  ｂ）「１カ月間（月度）」のグループ購入商品の実績数の合計数とは、毎月末午後４時以降から翌月

末午後４時までの受注処理分をカウントします。月末午後４時を過ぎて受け付けされたもの、

および月末が日曜日または祝日である場合の月末到着分は翌月度に算入されます。 

  ｃ）受注処理分は一度全てカウントされますが、後にクーリング・オフ、返品をされた商品、あ 

     るいはお受け取りがなかった商品それぞれの実績数は、遡ってグループ購入商品の実績数の

合計数から除外されます（返品時に紹介者等への個別報告は行いません）。 

そのため昇格が遡って無効となる場合や、コミッションを過払いにより返金していただく場

合があります。   

※ａ)～ｃ)は「自己購入商品の実績数」のカウント方法にも当てはまります。 

 

系列 

  メンバーズクラブ会員ご本人、その直接傘下会員およびその傘下会員全ての関係全体をいいます。 
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 傘下Ｖ育成コミッション（Ｖ対象） 
   

 メンバーズクラブ会員ご本人がＶであり、その傘下にＶ会員がいる場合、「計算対象となる傘下Ｖ会

員（ｂ）のグループ購入商品の実績数の合計数（当該Ｖ会員の傘下にいるＶ会員のグループ購入商品

の実績数の合計数は除く）×３２円～３１５円＊（ｄ）」が傘下Ｖ育成コミッションとなります。直

接傘下会員を起点とする各系列のうちＶ会員がいる系列の数（ａ）に応じて、何段目までにいるＶ会

員が計算対象となるか（ｂ）が決まり、計算対象となるＶ会員が何段目にいるか（ｃ）によりコミッ

ション単価（ｄ）が決まります（表－３・傘下Ｖ育成コミッション）。 

《表－３・傘下Ｖ育成コミッション》 
 

 

 ＊傘下会員がＶランクに昇格し１段目のＶ会員となった時は、昇格した当該傘下Ｖ会員の単価に対 

  し、昇格月度から１年間に限って２１０円が加算されます。なお、傘下会員の系列において、複数

の当該昇格者が出た場合には、すべての当該昇格者の単価に対し、２１０円が加算されることに

なります。 

※各段ごとにコミッションを計算し、小数点以下は切り上げます。 

③コミッションの金額【インボイス発行事業者の登録をされていない場合】 

  適格請求書（インボイス）発行事業者の登録をされていないメンバーズクラブ会員については、②

【インボイス発行事業者の登録をされた場合】のとおり計算した金額を「Ａ」として、次の金額が

コミッションの金額となります。 

●２０２３年１０月度から２０２６年９月度まで：Ａ－（Ａ÷１１×０．２） 

  ●２０２６年１０月度から２０２９年９月度まで：Ａ－（Ａ÷１１×０．５） 

   ※小数点以下は切り上げます。 

 ④コミッションの受給条件 

  《表－４・コミッション受給条件》 

ランク ｺﾐｯｼｮﾝ名 受給条件 

Ｕ 通常 前年度または当年度の自己購入商品の実績数１以上／１年間 

Ｅ 通常 
自己購入商品の実績数１以上／１カ月間（ただし、前年度の自己購入商品の実績

数が累計１２以上の場合は、当年度の受給条件はありません。） 

Ｊ 
通常 自己購入商品の実績数３以上／１カ月間 

Ｊ同格 
自己購入商品の実績数３以上／１カ月間、かつ、直接傘下のＪ会員の系列を除い

たグループ購入商品の実績数の合計数 ３０以上／１カ月間 

Ｖ 
通常 自己購入商品の実績数５以上／１カ月間 

傘下Ｖ育成 
自己購入商品の実績数５以上／１カ月間、かつ、傘下のＶ会員の系列を除いたグ

ループ購入商品の実績数の合計数２５０以上／１カ月間 
 

ａ）なお、傘下会員がＶランクに昇格し１段目のＶ会員となった時は、昇格した月度から１年間

に限り、その昇格したＶ会員の実績（傘下のＶ会員の系列を除いたグループ購入商品の実績

数の合計数）が加算されます（傘下会員の系列において、複数の当該昇格者が出た場合には、

すべての当該昇格者の実績が加算されます）。 

ｂ）上表「コミッションの受給条件」はＵ、Ｅランクは前年度の年度開始時ランクが基準となり、

Ｊ、Ｖランクは、計算対象月の月初ランクが基準となります。 

ｃ）Ｕ、Ｅランクに限り、コミッション受給条件を達成できなかった場合、上位ランクでコミッ

ション受給条件を達成しているメンバーズクラブ会員へ繰り上げ支払いとなります。 

⑤コミッションの支払い 

  ａ）コミッションの支払いは、メンバーズクラブ会員ご本人から指定された預金口座に振込みを

行う方法で行います。 

     メンバーズクラブ会員ご本人は、スポンサーになると同時に「ゆうちょ銀行振込依頼書」に

ご本人名義の通常貯金口座を記入して当社宛に提出することにより振込先口座を指定します。

なお、Ｖ会員は銀行預金口座（ゆうちょ銀行を含みます）をご指定いただき、そちらへの振込

みとなります。 

  ｂ）当社は１カ月間のコミッションを締め日の翌月２０日までにお支払いします。 

     例えば、５月度（５月３１日まで）のコミッションは、６月２０日までに支払われます。 

Ｖ系列数（ａ） 計算対象となるＶ会員（ｂ）  Ｖの段数（ｃ） ｺﾐｯｼｮﾝ単価（ｄ）＊ 

１系列 １段目のＶ会員のみ  １段目 ３１５円 

２系列 １～２段目のＶ会員  ２段目 １５８円 

３系列 １～３段目のＶ会員  ３段目 １０５円 

４系列 １～４段目のＶ会員  ４段目  ５３円 

５系列以上 １～５段目のＶ会員  ５段目  ３２円 
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  ｃ）メンバーズクラブ会員ご本人の諸事情によりコミッションの受け取りを希望されない場合は、

当社所定の「コミッション受給権放棄書」をご提出ください。 

  ｄ）振込先口座の指定がないため、または、指定された振込先口座が解約等されたためにコミッ 

ションの振込みができず、当該コミッションの支払期日から６カ月以内に振込先口座の指定、

または再指定がないときは、その６カ月の経過をもって当該コミッションの受給権は消滅し

ます。 

  ｅ）法令に基づく一定の対象者は、コミッションから源泉所得税を差し引いてお支払いします。 

⑥不定期に実施されるキャンペーン等の報奨について 

不定期に、報奨を伴うキャンペーン等を実施する場合があります。その詳細については、キャン

ペーン等実施ごとに、事前に対象者にホームページ、ＭＳＣアプリ、パンフレット等をもって伝

達します。 

ただし、メンバーズクラブ会員に第７項（３）違反事由が生じたときには、報奨の対象外になるも

のとします。 

 

 第６項 紹介活動規制と禁止行為                 
 
 

(１) 法律で規制されている行為 
 マナビス化粧品の事業は特定商取引法により規制される連鎖販売取引にあたりますので、メンバー

ズクラブ会員が紹介活動を行う場合は、特定商取引法上の「勧誘者」として同法の規制を受けます

（以下、①～④など）。それ以外にも、医薬品医療機器等法（以下、「薬機法」といいます）など様々

な規制が設けられていますので法令を遵守しての活動をお願いします。 

 ①書面の交付 

  連鎖販売取引について契約する場合には、ａ）契約を締結するまでの間に連鎖販売業の概要につ 

  いて記載した書面（概要書面）を交付することが義務付けられています。また、 ｂ）契約後遅滞

なく契約の内容について記載した書面（契約書面）を交付することが義務付けられています。 

  ａ）概要書面：当社では「メンバーズクラブ会員マニュアル（本書）」がこれにあたります。紹介

する方は必ず紹介活動の際に「メンバーズクラブ会員マニュアル（本書）」を相手の方にお渡

しください。 

  ｂ）契約書面：当社では「メンバーズクラブ会員登録書」「商品購入伝票」「メンバーズクラブ会員

マニュアル（本書）」がこれにあたります。初回購入商品に同梱されています。 

  ｃ）メンバーズ会員に登録するときお渡しする概要書面は、より確実に内容を把握していただく

ため、すべて紙媒体で手交しており、電磁的方法での書面の交付は行っておりません。契約書

面も同様に電磁的方法での書面の交付は行っておりません。 

 ②氏名等の明示義務 

  紹介活動の際、その勧誘に先立って以下のことを相手方に明示してください。 

  ａ）自らの氏名および当社の名称 

  ｂ）本会への勧誘をする目的である旨 

  ｃ）登録の際、初回商品購入費用（特定負担）が必要である旨 

  ｄ）取り扱う商品が化粧品、健康食品である旨 

 ③禁止行為 

  メンバーズクラブへの入会を勧めるにあたり、消費者に対して商品の機能、特定利益、特定負担、

解約などについて誤った情報の提供、誇大な説明をするなどの不当な勧誘行為は特定商取引法に

より禁じられています。 

  ａ）重要事項の不告知 

  ｂ）不実告知 

  ｃ）威迫・困惑（勧誘時、解約時を妨害するため） 

  ｄ）販売目的を告げずに公衆の出入りしない場所へ誘っての勧誘行為 

  ｅ）その他、長時間の勧誘や執ような勧誘などの迷惑行為・著しく判断力が欠ける方に対する勧 

誘など 

④ビジネスメールを送る場合の事前承認 

相手方の承諾無く電子メールによるビジネス勧誘をすることは禁じられています。 

 ⑤薬機法規制 

  薬機法により、次のような行為も禁止されています。 

  ａ）紹介活動の際、商品の効能について虚偽または誇大な表現を用いること、その他薬機法に触れ

る表現を用いること 

   例・・・「○○が治る」などの医薬品的な効能効果の説明 など 

  ｂ）皮膚トラブルがある方に商品を勧めたり、皮膚トラブルやその他の異常を申し出た方に使用 

   の継続を勧めたり、医師への相談および治療をすることを延期もしくは妨害すること 
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(２) メンバーズクラブで規制されている行為 

 

 

 メンバーズクラブ会員は、法律上の禁止行為のほか、以下の行為を行ってはならないものとします。 

 
 

 

 ①事前に当社の承認を得ないで、雑誌、チラシの配布、ＳＮＳ等により不特定の者に対してメンバー

ズクラブへの入会または商品購入を誘う広告をすること 

 ②事前に当社の承認を得ないで、独自にキャンペーンを実施すること 

 ③活動の際、当社の許可を得ることなく独自の印刷物や資料等を使用すること 

 ④入会しない意思を表示した方に対して、紹介活動を継続し、または再度の紹介活動を行うこと 

 ⑤判断力不足の懸念があると認識しながら、それに乗じて勧誘を行うこと 

 ⑥名義の貸し借りを前提として入会する（または、させる）こと 

 ⑦新規メンバーズクラブ会員の初回購入商品の代理受け取りをすること 

⑧当社から購入した商品につき、インターネット等を通じて不特定の者へ再販売すること、ＭＳＣ

会員へ再販売すること、再販業者へ再販売すること、また他の方に再販売を依頼すること（ＭＳＣ

会員ではない特定の個人の方への再販売のみ、特定商取引法に違反しない限りで可とします） 

⑨昇格やコミッションのために大量購入を行うことや過剰な在庫を抱えること、または本人の承諾

なく名義を使用して、商品購入や代金振込み等支払いをすること、傘下会員に商品購入を強要す

ること 

 ⑩直接傘下以外のＭＳＣ会員に対して、自分の系列や直接傘下に加わるように、またはその系列を

離れるように働きかけること 

 ⑪ＭＳＣ会員に対して、他社のネットワークビジネスまたはネットワークビジネスに類似するビジ

ネスの商品・サービスを勧めたり、会員勧誘を行ったりすること 

 ⑫ＭＳＣ会員に対して、迷惑を覚えさせるような仕方で、他の事業者の商品・サービスを勧めたり、

他の事業者の会員勧誘を行ったりすること 

 ⑬他社のネットワークビジネスまたはネットワークビジネスに類似するビジネスの広告を行うこと 

 ⑭ＭＳＣ会員に対して、退会を促すような言動をすること 

 ⑮ＭＳＣ会員に対して、著しい迷惑を及ぼす行為をすること 

 ⑯当社、ＭＳＣ会員、あるいは他社のネットワークビジネスまたは類似事業を行う会社等（その従業

員や会員等も含む）の誹謗中傷を行うこと 

 ⑰当社に対して、偽造または内容虚偽の文書・記録（架空人名義の文書等を含む）を提出・送信す 

  る、またはさせること、虚偽の事実を申告する、またはさせること 

 ⑱当社に関する虚偽情報あるいは未確認情報をＭＳＣ会員に流布すること 

 ⑲当社、当社関連会社およびＭＳＣ会員の商号・商標・社員等の名称を当社の許可なく使用する 

こと 

 ⑳当社の許可無く本書、その他当社が配布する資料等の複写・転載をすること 

 ㉑当社に損害を与え、または当社の業務に重大な支障を及ぼす行為をすること  

 ㉒商品購入を目的として消費者金融その他金融機関から借入れを行うこと、または会員間で金銭の  

  貸し借りを行うこと 

㉓ＭＳＣ会員や一般消費者に対して、当社が連鎖販売取引以外で扱う商品につき、連鎖販売取引に

て販売しているかの如く説明すること、または特定商取引法違反に類する行為によりその購入を

勧めること 

 

 第７項 罰則                          

 

(１) 罰則処分の手続き 
 メンバーズクラブ会員に本項（３）違反事由が生じた場合、当社はルール審議委員会において審議を

行い、違反の程度や性質に応じて、本項（４）罰則を適用することができます。 

 また、審議中はコミッションおよび報奨金の支払いを留保することがあります。 

 なお、原則として適用対象はメンバーズクラブ会員ご本人ですが、傘下会員の違反行為につき、上位

系列のメンバーズクラブ会員に対しても同様に罰則を適用する場合があります。 

 

(２) 異議申立て 
 罰則を適用されたメンバーズクラブ会員は、その処分に対する異議申立てをすることができます。

異議申立てにはその根拠となる書類・証拠を処分決定日から６カ月以内に提出する必要があります。

当社はそれを受領後、ルール審議委員会で審議の上、措置を決定します。 
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(３) 違反事由 
 ①メンバーズクラブ会員がメンバーズクラブ会員契約または別途締結する当社との契約に違反した

場合 

 ②メンバーズクラブ会員が特定商取引法その他の法令に違反した場合 

 ③メンバーズクラブ会員が他のＭＳＣ会員に本事由①②の違反をそそのかした場合 

 ④メンバーズクラブ会員が刑事事件で有罪になった場合 

 ⑤その他、メンバーズクラブ会員側に当社との信頼関係を著しく損なう行為があった場合 

 

(４) 罰則 
 ①文書による警告 

 ②始末書の提出 

 ③当社主催の各種セミナーへの出席禁止 

 ④コミッションの減額 

 ⑤商品購入の一時停止（会員ランクによってはコミッション受給条件に欠けるため、その間のコミ 

  ッションを受給できません） 

 ⑥メンバーズクラブ会員資格の一時停止 

 ⑦メンバーズクラブ会員ランクの昇格取消または降格 

 ⑧メンバーズクラブ会員資格の剥奪（契約解除） 

 ⑨その他、違反事由の是正に関して必要と認める処分 
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 第８項 個人情報の取り扱いについて                

 

(１) 当社の個人情報取り扱いについて 

 当社は、別に定める「個人情報保護方針」に基づき適正な個人情報の保護、管理、運営を徹底しま 

 す。 

 

(２) 個人情報の提供 

 メンバーズクラブ会員は、氏名、住所、電話番号、商品購入実績数などの個人情報およびグループ購

入実績を、上位メンバーズクラブ会員のメンバーズクラブ会員としての正当な活動やコミッション

算定根拠の確認のために、同系列の上位メンバーズクラブ会員（状況に応じてサクセサー）に提供す

ることを承諾するものとします。 

 

(３) 個人情報に関する会員の義務 

 メンバーズクラブ会員は、「個人情報保護法」（令和４年４月改正法施行）により、個人情報取扱事業

者として法令の規制を受けます。紹介活動により取得した個人情報の適切な管理、運用等、法令の遵

守事項は次の項目となります。 

 ①個人情報の取得と利用 

  ・個人情報の取得にあたっては、偽りその他不正の手段により取得してはなりません。 

  ・個人情報を取得する際に利用目的（②に記載）を相手に知らせる必要があります。 

  ・取得した個人情報は、利用目的の範囲内で利用することとなります。 

  ・他の利用目的で利用したい場合は、本人の同意を得る必要があります。 

 ②個人情報の利用目的 

  メンバーズクラブの正当な活動のためにのみ使用する。 

 ③個人情報の保管 

  取得した個人情報を安全に保管するために以下の措置が必要となります。 

  ・使用機材：ＰＣ、スマートフォンについては、パスワードの設定。 

        ウィルス対策などのセキュリティ対応。 

  ・保管場所：書類等は施錠可能な保管庫などに保管。 

        持ち出しの場合は、カバンやバッグを身体から離さない。 

  ・その他 ：不要となった個人情報は消去する。 

 ④個人情報の第三者提供 

  本人の同意を得ずに個人情報を第三者に対し提供してはなりません。 

 ⑤開示請求への対応 

  本人から個人情報の開示、訂正、利用停止の申し出があった場合は、速やかに対応する必要があ 

  ります。 

 

 本項（３）は、メンバーズクラブ会員契約が終了した後も引き続き効力を生じるものとします。 

 

 

（参考）個人情報に関する用語の定義 

・個人情報 

 生存する「個人に関する情報」であって、特定の個人を識別することのできるもの（他の情報と容 

 易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む）をいう。（個  

 人情報保護法第２条１項） 

・個人情報取扱事業者 

 個人情報データベース等を事業の用に供している者（個人情報保護法第２条５項）。 

 ※法人に限らず、営利・非営利を問いません。 

・個人情報データベース 

 個人データを電話帳、アドレス帳、表計算ソフト等で検索可能な状態となっているものを指します。 
 

 

詳細な法令情報は、個人情報保護委員会のホームページ等でご確認ください。 

 

https://www.ppc.go.jp 
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 第９項 メンバーズクラブ会員契約の終了                  
 
 

 

(１) メンバーズクラブ会員からの中途解約（退会） 

 

 
 

 メンバーズクラブ会員は、理由の如何を問わず、いつでもメンバーズクラブ会員契約を解約し、本 

会を退会することができます。退会される場合には、書面（はがき等）に、会員番号・お名前・ご住

所・電話番号・解約申込日・退会理由を記入し、ご捺印の上、当社宛にＦＡＸまたは郵送にてお送り

ください。当社が書面を受理した日が退会日となります。なお、退会をされたことにより、当社がメ

ンバーズクラブ会員に対して損害賠償等の支払いを請求することはありません。 

 

(２) 当社からの契約解除 

 当社は、第７項 罰則の規定に定めるところにより、メンバーズクラブ会員契約の解除をすること

ができます。また、メンバーズクラブ会員がａ）銀行取引停止処分を受けたとき、ｂ）差押え、仮差

押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき、ｃ）破産、民事再生等の申立てをしたときまたは受け

たとき、当社は、ルール審議委員会にかけることなくメンバーズクラブ会員契約を解除することが

できます。なお、この場合のメンバーズクラブ会員契約解除は当社によるメンバーズクラブ会員へ

の損害賠償請求を妨げるものではありません。 

 

(３) その他 

 

 
 

 下記ａ）～ｂ）の場合、メンバーズクラブ会員契約は当然に終了します。 

 ａ）メンバーズクラブ会員が亡くなられた場合（死亡後、一定の資格者が申請を行い、当社による審

査において資格承継が承認された場合を除きます） 

 ｂ）第１項（２）入会資格の不適格事由に該当することが判明したとき 

  

 第１０項 改定                          

 

 

 
 

当社は、商品構成の変更、関連法令の改正その他の事情により、メンバーズクラブ会員契約の内容（本

書の記載内容等）を変更することができます。 

契約内容の変更は、当社が、変更日の３０日前までに、変更の旨および変更後の内容ならびに変更日

を、当社ホームページ（https://www.manavis-cosme.co.jp/）に掲載することにより行い、掲載した変

更日をもって、変更の効力が発生するものとします。メンバーズクラブ会員活動に重大な影響を及ぼ

すと当社が判断する変更の場合には、当社は、変更日の３０日前までに、上記の掲載した旨を、書面の

郵送、電子メール等の方法により、各メンバーズクラブ会員に個別に通知するものとします。 

 

 第１１項 その他                        

 
 

 

 
 

・本会に関するすべての紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
・本書に記載の「商品・ツール品の価格」「コミッション」「送料」「代金引換手数料」については、全  

 て消費税を含む金額となっております。 
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会員サポート部
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①代金引換

②銀行振込

③クレジットカード

会員サイト
(ホームページ

または
ＭＳＣアプリ)
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